
常設の交流拠点「ふれあい処 ひとやすみ」の運営 

○24時間365日対応窓口サービスの実施＜平成２４年３月まで実施しその後は昼間のみ対応＞ 

  いつでも地域住民が相談できるよう、常設の相談窓口を開設するほか、休館日や夜間について 

 は、電話による相談対応を実施 

○地域資源の発掘・育成支援 

  地域のニーズを把握するほか、住民による見守り活動や交流活動を支援 

○ふれあい・交流の場の提供 

 住民が気軽に立ち寄る仕掛けとして、喫茶コーナーや足湯を設置 
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地域包括ケアシステム構築に向けた取組事例（様式） 

 

① 市区町村名 小田原市 

② 人口（※１） １９６，８０９ （      ） 

③高齢化率（※１） 

（65 歳以上、75 歳以上そ

れぞれについて記載） 

６５歳以上 ４９，６８４人 高齢化率 ２５．２４％ 

７５歳以上 ２３，５８３人 高齢化率 １１．９８％ 

（モデル事業：一部地域に限定/当地区の人口は平成２２年

１月１日現在１２，８６７人 高齢化率２２.９％） 

 

① 取組の概要 平成２２年１０月「市町村地域包括ケア推進事業」のモデル事業を２年間実施

した。地域住民が気軽に立ち寄ることができ、ふれあい・交流の場として特徴

ある地域交流拠点を目指し、足湯を設置した。  

⑤取組の特徴 

 

・地域包括ケアの推進を意識し、交流拠点として集合住宅内に誰でも気軽に立

ち寄れる場所として、また、高齢者が喜び健康の維持増進が望める足湯を設

置した。 

・毎日足湯を解放し、喫茶サービスや介護予防を目的とした教室を導入し、市

の保健師や歯科衛生士及びボランティアの栄養士等による講座を展開してい

る。 

・相談活動なども日々実施している。 

・平成２５年度からは生活応援隊による、会場の清掃や来所者の相手などを展

開している。 

＊生活応援隊とは、地域ボランティアの高齢者であり生きがいのために行っている人。 

⑥開始年度 平成２２年１０月 

⑦取組のこれまで

の経緯 

・平成２２年１０月から平成２４年３月 「市町村地域包括ケア推進事業」の

モデルとして実施したが、モデル事業後は予算も無く事業所のみで実施した。 

・平成２４年６月 市及び事業所と継続的に実施 

 事業所が中心に運営し、介護予防教室など１１回を市で実施している。 

・平成２５年度も同様に保健師やボランティアの講師による介護予防教室を 

実施する予定 

⑧主な利用者と人

数 

 来所者数 １日平均 １１人～３０人 

⑨取組の実施主体

及び関連する団

体・組織 

市・事業所・地域包括支援センター・地区社協 

 

 

⑩市区町村の関与

（支援等）（※２） 

・「市町村地域包括ケア推進事業」のモデルとして実施→国から財政支援あり 

 市側からの支援なし 

・平成２４年度は講師代（歯科衛生士派遣代）１５，０００円 

・平成２５年度は市の保健師及びボランティア講師のため財政支援なし 

⑪国・都道府県の関

与（支援等）（※３） 

「市町村地域包括ケア推進事業」のモデルとして２年間実施 

（年間約２，０００万） 

⑫取組の課題 「市町村地域包括ケア推進事業」のモデルとして運営した際は、地域の自治会・

民生委員・地区社協などで地域会議を行い、地域ぐるみの取り組みを行ってい

神奈川県 



 

たが、現在は事業所の運営のみとなり、来所者も固定化されつつある。 

⑬今後の取組予定 今後の方向性とし、幅広い地域での展開を意識し、地域包括ケアの拠点として

取り組みたい。 

 

⑭その他  

 

 

⑮担当部署及び連

絡先 

高齢福祉課 介護予防係 

 

※１ 一部地域に限定した実施の場合は、当該地域の人口・高齢化率を（  ）内に記載してください。 

※２ 市町村から財政的支援が行われている場合には予算額等を含めて記載ください。 

※３ 国や都道府県から財政的支援を受けている場合は、補助金や交付金等の名称、額等を含めて記載

ください。 


